
独立行政法人国際協力機構の中期計画の変更理由 

 

1. 「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和7年11月21日閣議決定）に係る予算が令和7年度補正予算（第1号）により措置されたことに伴う変更。 

2. 2023年6月に閣議決定された開発協力大綱に内容を整合させ、同大綱の目的および重点政策を反映したことに伴う変更。 

  



独立行政法人国際協力機構の中期計画 新旧対照表 

（主務府省：外務省、財務省、農林水産省） 

第 五 期（変更後） 第 五 期（変更前） 

１．（２）機構が取り組む重点領域 

機構は、質の高い成長と人間の安全保障の理念を踏まえ、人々の命、生活、尊厳を守り、格差が緩和さ

れた、誰も取り残さない発展を目指し、持続可能性、包摂性、強じん性を伴う経済社会づくりを推進する。 

重点領域としては、開発協力大綱の重点政策課題である「新しい時代の『質の高い成長』とそれを通じ

た貧困撲滅」、「普遍的価値の共有、平和・安全・安定な社会の実現、法の支配に基づく自由で開かれた国

際秩序の維持・強化」、「複雑化・深刻化する地球規模課題への国際的取組の主導を通じた持続可能で強靭

な国際社会の構築」に取り組む。 

これらの取組は、持続可能な開発のための2030アジェンダ及び持続可能な開発目標（以下「SDGs」とい

う。）と問題認識や方向性を共有するものであり、機構の取組を通じて、我が国としての SDGs への貢献を

積極的に推進する。 

１．（２）機構が取り組む重点領域 

機構は、質の高い成長と人間の安全保障の理念を踏まえ、人々の命、生活、尊厳を守り、格差が緩和された、

誰も取り残さない発展を目指し、持続可能性、包摂性、強じん性を伴う経済社会づくりを推進する。 

重点領域としては、開発協力大綱の重点課題である「『質の高い成長』とそれを通じた貧困撲滅」、「普遍的

価値の共有、平和で安全な社会の実現」、「地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社会の構築」

に取り組む。 

これらの取組は、持続可能な開発のための2030アジェンダ及び持続可能な開発目標（以下「SDGs」という。）

と問題認識や方向性を共有するものであり、機構の取組を通じて、我が国としての SDGsへの貢献を積極的に

推進する。 

２. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

（1）日本の開発協力の重点課題政策 1 

① 開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（新しい時代の「質の高い成長」とそれを通じた貧

困撲滅） 

（脚注）1 「事業等のまとまり（セグメント単位）」として扱う項目に下線を付している。なお、「日本の開発協力の重点

課題政策」については、中期目標に基づき、細分化した単位で計画を定める。具体的には、2.（1）「①開発途上地域の経

済成長の基礎及び原動力の確保（新しい時代の「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）」から「⑤地域の重点取組政

策」の5つを単位とする。 

２. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

（1）日本の開発協力の重点課題 1 

① 開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅） 

 

（脚注）1 「事業等のまとまり（セグメント単位）」として扱う項目に下線を付している。なお、「日本の開発協力の重点課題」

については、中期目標に基づき、細分化した単位で計画を定める。具体的には、2.（1）「①開発途上地域の経済成長の基礎及

び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）」から「⑤地域の重点取組」の5つを単位とする。 

 

② 開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進（新しい時代の「質の高い成長」とそ

れを通じた貧困撲滅） 

② 開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進（「質の高い成長」とそれを通じた貧困

撲滅） 

③ 普遍的価値の共有、平和・安全・安定な社会の実現、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・

強化 

③ 普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現 

④ 複雑化・深刻化する地球規模課題への国際的取組の主導を通じた持続可能で強じんな国際社会の構築 ④地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の構築 



第 五 期（変更後） 第 五 期（変更前） 

 

7．予算、収支計画及び資金計画（有償資金協力勘定を除く。）  

別表 1～3 のとおり。 

なお、令和4年度補正予算（第2号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金に

ついては、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）において、

危機に強いエネルギー供給体制を構築するため、地域の『稼ぐ力』を回復・強化するため、「新しい資本主

義」を加速するため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認識し、経済協力に係る開

発途上国のサプライチェーン強化支援等事業、経済協力に係る 2025 年日本国際博覧会出展支援事業、経

済協力に係る気候変動適応策推進事業等、経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等並びに経済協

力に係る研修施設等の整備に活用する。 

令和5年度補正予算（第1号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金について

は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和5年11月2日閣議決定）において、地方の成長を実現

するため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認識し、経済協力に係る 2025 年国際

博覧会出展支援事業、経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等並びに経済協力に係る研修施設の

整備に活用する。 

令和6年度補正予算（第1号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金について

は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和6年11月22日閣議決定）において、

潜在成長率を高める国内投資を拡大するため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認

識し、経済協力に係る経済安全保障の強化支援事業、経済協力に係るグローバルサウスとの連携強化事業

等及び経済協力に係る研修施設の整備に活用する。 

令和7年度補正予算（第1号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金について

は、「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和7年11月21日閣議決定）において、経済安全保障を強

化するため、未来に向けた投資を拡大するため及び外交・安全保障環境の変化に対応するために措置され

たことを認識し、経済協力に係る経済安全保障の強化支援事業、経済協力に係る 2027 年国際園芸博覧会

出展支援事業、経済協力に係るグローバルサウスとの連携強化事業等及び経済協力に係る研修施設の整備

に活用する。 

 

 

 

7．予算、収支計画及び資金計画（有償資金協力勘定を除く。）  

別表 1～3 のとおり。 

なお、令和4年度補正予算（第2号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金につい

ては、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和 4 年 10 月 28 日閣議決定）において、危機

に強いエネルギー供給体制を構築するため、地域の『稼ぐ力』を回復・強化するため、「新しい資本主義」を

加速するため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認識し、経済協力に係る開発途上国の

サプライチェーン強化支援等事業、経済協力に係る2025年日本国際博覧会出展支援事業、経済協力に係る気

候変動適応策推進事業等、経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等並びに経済協力に係る研修施設等

の整備に活用する。 

令和5年度補正予算（第1号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金については、

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和5年11月2日閣議決定）において、地方の成長を実現する

ため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認識し、経済協力に係る2025年国際博覧会出

展支援事業、経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等並びに経済協力に係る研修施設の整備に活用す

る。 

令和6年度補正予算（第1号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金については、

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和6年11月22日閣議決定）において、潜在

成長率を高める国内投資を拡大するため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認識し、経

済協力に係る経済安全保障の強化支援事業、経済協力に係るグローバルサウスとの連携強化事業等及び経済協

力に係る研修施設の整備に活用する。 

 

 

 

 

 

 



 

第 五 期（変更後） 第 五 期（変更前） 

別表１ 

予算 

（単位：百万円） 

 
［注４］運営費交付金収入及び業務経費については、令和4年度補正予算（第2号）により措置された「物価高

克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）の経済協力に係る開発途上国の

サプライチェーン強化支援等事業、経済協力に係る2025年日本国際博覧会出展支援事業、経済協力に係る

気候変動適応策推進事業等並びに経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等に係る予算（21,196百万

円）、令和5年度補正予算（第1号）により措置された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和5年

11月2日閣議決定）の経済協力に係る2025年国際博覧会出展支援事業並びに経済協力に係るウクライナ及び

周辺国支援事業等に係る予算（22,973百万円）、令和6年度補正予算（第1号）により措置された「国民の安

心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和6年11月22日閣議決定）の経済協力に係る経済安全

保障の強化支援事業及び経済協力に係るグローバルサウスとの連携強化事業等に係る予算（19,728百万円）

並びに令和7年度補正予算（第1号）により措置された「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和7年

11月21日閣議決定）の経済協力に係る経済安全保障の強化支援事業、経済協力に係る2027年国際園芸博覧

会出展支援事業及び経済協力に係るグローバルサウスとの連携強化事業等に係る予算（8,209百万円）が含

まれている。 

［注５］施設整備費補助金等収入及び施設整備費については、令和4年度補正予算（第2号）により措置された

「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）の経済協力に係る研修 

施設等の整備に係る予算（267百万円）、令和5年度補正予算（第1号）により措置された「デフレ完全脱却

のための総合経済対策」（令和5年11月2日閣議決定）の経済協力に係る研修施設の整備に係る予算（372百

万円）、令和6年度補正予算（第1号）により措置された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経

済対策」（令和6年11月22日閣議決定）の経済協力に係る研修施設の整備に係る予算（1,122百万円）及び

令和7年度補正予算（第1号）により措置された「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和7年11月21

日閣議決定）の経済協力に係る研修施設の整備に係る予算（36百万円）が含まれている。 

別表１ 

予算 

（単位：百万円） 

 
［注４］運営費交付金収入及び業務経費については、令和4年度補正予算（第2号）により措置された「物価高

克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）の経済協力に係る開発途上国の

サプライチェーン強化支援等事業、経済協力に係る2025年日本国際博覧会出展支援事業、経済協力に係る気

候変動適応策推進事業等並びに経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等に係る予算（21,196百万

円）、令和5年度補正予算（第1号）により措置された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和5年

11月2日閣議決定）の経済協力に係る2025年国際博覧会出展支援事業並びに経済協力に係るウクライナ及び

周辺国支援事業等に係る予算（22,973百万円）並びに令和6年度補正予算（第1号）により措置された「国民

の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和6年11月22日）の経済協力に係る経済安全保障

の強化支援事業及び経済協力に係るグローバルサウスとの連携強化事業等に係る予算（19,728百万円）が含

まれている。 

［注５］施設整備費補助金等収入及び施設整備費については、令和4年度補正予算（第2号）により措置された

「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）の経済協力に係る研修

施設等の整備に係る予算（267百万円）、及び令和5年度補正予算（第1号）により措置された「デフレ完全

脱却のための総合経済対策」（令和5年11月2日閣議決定）の経済協力に係る研修施設の整備に係る予算

（372百万円）及び令和6年度補正予算（第1号）により措置された「国民の安心・安全と持続的な成長に向

けた総合経済対策」（令和6年11月22日）の経済協力に係る研修施設の整備に係る予算（1,122百万円）が含

まれている。 

 

 

 

 

 



第 五 期（変更後） 第 五 期（変更前） 

 

別表２ 

収支計画 

（単位：百万円） 

 
［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

収支計画 

（単位：百万円）  

 
［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 五 期（変更後） 第 五 期（変更前） 

 

 別表３ 

資金計画 

（単位：百万円） 

 
［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

 

 別表３ 

資金計画 

（単位：百万円） 

 
［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


